
 教育大綱とは、地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策について、その目

標や施策の根本となる方針を定めるもの

 教育基本法第１７条※に規定する政府が公表した計

画を参酌して定めるもの

 総合教育会議において、首長と教育委員会が協議・

調整を尽くし、首長が策定するもの

 首長及び教育委員会は、それぞれの所管する事務

を執行するもの

三木市教育大綱

三木市教育振興基本計画

三木市教育の基本方針

２ 教育大綱とその他計画の策定の流れ 市長が当市の取り組む
べき教育施策について、
その目標や施策の根本
となる指針を定めたもの

教育大綱で定めた方針
を受けて策定される、
教育の振興のための施
策や実践項目、目標を
定めた計画

教育振興基本計画に
基づき、当該年度に
実施する施策や事業
を示すもので、毎年
度作成されるもの

教育大綱について

⇒地方公共団体としての教育政策に関する方向性が

明確化
※教育基本法第１７条
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策について
の基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告する
とともに、公表しなければならない。
第２項 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の
振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

１ 教育大綱の策定根拠
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第３期三木市教育大綱の策定に向けて 

 

１ 教育大綱の対象期間 

令和７年度から令和 11年度までの５年間とします。 

※第２期の大綱は、令和２年度から令和６年度までの５年間として

います。 

 

２ 教育大綱の基本理念 

 

国の「第４期教育振興基本計画（R5～R9）」や兵庫県の「第４期ひ

ょうご教育創造プラン（R6～R10）」を参酌するとともに、現在、三木

市の抱える教育課題も踏まえ、三木市の教育のあるべき姿である基

本理念を定めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教育大綱の基本目標 

 
 基本理念の実現に向け、取り組むべき基本方針を定めます。 

 ※第２期の大綱では、２つの基本方針を設定しています。 

国の第４期教育振興基本計画における基本的な方針 

１ グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

２ 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた

教育の推進 

３ 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 
４ 教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 
５ 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

第４期ひょうご教育創造プランにおける教育理念と基本方針 

【基本理念】 

兵庫が育む こころ豊かで自立する人づくり 

【重点テーマ】 

「『絆』を深め、『在りたい未来』を創造する力」の育成 

【基本方針】 

１ 予測困難な時代を生き抜く力を育む教育の推進 

２ すべての子どもたちが自分らしく安心して過ごせる学校・家庭・地域等の構築 
３ 安心・安全で質の高い学びを実現する教育環境の整備・充実 
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教育大綱と教育振興基本計画の期間

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

【第１期】

三木市教育大綱

策定

作業

【第２期】

三木市教育振興基本計画

【第１期】

三木市教育振興基本計画
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【第２期】

三木市教育大綱

【第３期】

三木市教育振興基本計画

【第３期】

三木市教育大綱

【第４期】

三木市教育振興基本計画
策定

作業
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